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高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業に係る総合評価一般競争入札実施

要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高座清掃施設組合（以下「本組合」という。）が発注する新ごみ

処理施設整備・運営事業（以下「本事業」という。）に係る総合評価一般競争入札の

実施に関し、法令及び高座清掃施設組合契約規則（平成18年規則第７号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 (１) 総合評価一般競争入札 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政

令」という。）第167条の10の２の規定に基づき、価格その他の条件が本組合に

とって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。 

 (２) 施設整備検討委員会 高座清掃施設組合施設整備検討委員会等に関する条例

（平成24年条例第１号。以下「条例」という。）第１条に規定する高座清掃施

設組合施設整備検討委員会をいう。 

(３) 落札者決定基準 政令第167条の10の２第３項に規定する基準で、落札者決定

の手順、事業提案書の審査方法を定めたものをいう。 

(４) 要求水準書 入札参加者が技術、経営等の能力を活用して本事業の安定的、効

率的な整備、運営を提案する指針となるとともに、施設整備検討委員会が第７条

の事業提案書の審査における適否の判断基準とするため、本事業の目的、必要な

事項及び成果など本組合が本事業で求める内容を明確にした仕様書をいう。 

（委員会の審議） 

第３条 組合長は、総合評価一般競争入札による入札の実施に当たっては、次に掲げる

事項を施設整備検討委員会の審議に付し、当該委員会の提言を求めるものとする。 

 (１) 落札者決定基準に関すること。 

 (２) 本事業の実施に関する計画、技術提案等の書類及び関連資料（以下「事業提案 

書」という。）の審査及び評価に関すること。 



2 

 

 (３) 落札候補者の選定に関すること。 

 (４) その他入札に関すること。 

（入札公告等） 

第４条 組合長は、規則第７条第２項に定めるもののほか、次に掲げる事項について公

告するものとする。 

 (１) 総合評価一般競争入札の事業である旨 

 (２) 落札者決定基準 

 (３) 要求水準書 

(４) その他必要と認める事項 

 （参加資格要件） 

第５条 入札参加を希望する者（以下「入札参加者」という。）は、組合長が指定する

入札参加資格審査に必要な書類（以下「入札参加資格審査申請書」という。）を指定

する期日までに組合長に提出するものとする。 

２ 組合長は、前項の入札参加資格審査申請書の内容を審査し、入札参加者に当該結果

を通知するものとする。 

（事業提案書等） 

第６条 前条第２項の審査結果により、入札参加資格要件を具備していると認められた

入札参加者は、組合長が指定する期日までに事業提案書及び入札書を組合長に提出す

るものとする。 

 （事業提案の基礎審査） 

第７条 施設整備検討委員会は、組合長から付議された前条の事業提案書を、落札者決

定基準に定める基礎審査項目に掲げる要件の具備について審査し、その審査結果を組

合長に報告するものとする。 

２ 組合長は、基礎審査項目の要件を具備していないと判断したときは、当該事業提案

書を提出した入札参加者を失格とする。 

 （事業提案書の審査及び落札候補者の選定） 

第８条 施設整備検討委員会は、落札者決定基準に基づいて事業提案書の審査を行い、

入札価格が予定価格の制限の範囲内であって、非価格要素点と価格要素点の合計（以

下「総合評価点」という。）の最も高い入札参加者を落札候補者として選定する。 
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２ 施設整備検討委員会は、入札参加者に対し、事業提案書の内容についてヒアリング

を実施することができる。 

３ 予定価格を超えた入札を行った入札参加者は、失格とする。 

４ 施設整備検討委員会は、総合評価点の最も高い者が２者以上あるときは、価格要素

点の最も高い入札参加者を落札候補者として選定するものとし、価格要素点も同点で

ある場合は、当該入札参加者にくじを引かせて落札候補者を選定するものとする。た

だし、当該入札参加者がくじ引きに参加できないときは、当該入札事務に関係のない

本組合の職員にくじを引かせるものとする。 

（落札者の決定） 

第９条 組合長は、施設整備検討委員会から落札候補者選定の提言を受け、落札者を決

定するものとする。 

２ 組合長は、前項の規定により落札者となった者が契約を締結しない場合又は契約締

結日までの期間において入札参加に係る資格要件のいずれかに該当しなくなった場合

は、その者以外で総合評価点の最も高い落札候補者を落札者とすることができる。こ

の場合において、総合評価点の最も高い落札候補者が２者以上あるときは、前条第４

項の規定を準用するものとする。 

（総合評価結果の公表） 

第１０条 組合長は、総合評価一般競争入札により落札者を決定したときは、その審査

結果について公表するとともに、入札参加者全員に通知するものとする。 

（落札結果の説明） 

第１１条 入札参加者で落札者とならなかった者は、前条の結果を公表した日の翌日か

ら起算して７日（高座清掃施設組合の休日を定める条例（平成21年条例第６号）第２

条に規定する休日を除く。以下次項において同じ。）以内に、組合長に対し、落札者

として選定されなかった理由の説明を求めることができる。 

２ 組合長は、前項の説明を求められた場合は、説明を求めた者に対し書面により回答

するものとする。 

（事業提案書の取扱い） 

第１２条 組合長に提出された事業提案書は、入札参加者に返却しない。 

２ 事業提案書は、入札参加者に無断で選定審査の目的以外に使用しないものとする。 
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（実施上の留意事項） 

第１３条 入札の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

 (１) 入札には、複数の企業で参加する企業グループも参加できるものとする。 

 (２) 入札の参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 (３) 組合長は、提出書類及び事業提案書への虚偽の記載その他の悪質な行為があっ

たと認める場合には、当該入札参加者を失格とする。 

 (４) 組合長は、落札者が偽りその他の不正な行為により落札者となったことが判明

したときは、契約の解除、指名停止等の措置を行うものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、総合評価一般競争入札の実施に関し、必要な

事項は組合長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成26年８月１日から施行する。 


